
広
島
県
聴
聞
等
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
五
月
十
四
日 

広
島
県
知
事 

横 
 

田 
 

美 
 

香 

広
島
県
規
則
第
三
十
号 

広
島
県
聴
聞
等
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

広
島
県
聴
聞
等
規
則
（
平
成
六
年
広
島
県
規
則
第
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

（
総
則
） 

第
一
条 

行
政
庁
（
知
事
及
び
そ
の
権
限
に
属
す
る
事

務
の
委
任
を
受
け
た
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が

不
利
益
処
分
を
す
る
に
当
た
っ
て
行
う
聴
聞
又
は
弁

明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
は
、
法

令
（
条
例
及
び
規
則
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
特

別
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
規
則
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

（
主
宰
者
） 

第
三
条 

主
宰
者
は
、
行
政
庁
が
、
聴
聞
の
通
知
の
時

ま
で
に
、
広
島
県
職
員
又
は
法
令
に
基
づ
き
設
置
さ

れ
る
審
議
会
そ
の
他
の
合
議
制
の
機
関
の
構
成
員
の

う
ち
か
ら
指
名
す
る
。 

２ 

主
宰
者
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は
主
宰
者
が
欠

け
た
と
き
に
は
、
行
政
庁
は
、
速
や
か
に
、
新
た
な

主
宰
者
を
指
名
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
代
理
人
） 

第
五
条 

当
事
者
又
は
参
加
人
（
以
下
「
当
事
者
等
」

と
い
う
。
）
が
聴
聞
に
関
し
て
代
理
人
を
選
任
し
た

場
合
に
は
、
別
記
様
式
第
一
号
の
代
理
人
資
格
証
明

書
及
び
委
任
状
の
写
し
等
委
任
の
証
拠
と
な
る
書
類

を
行
政
庁
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

 

（
聴
聞
の
通
知
） 

第
九
条 

行
政
庁
が
聴
聞
を
す
る
に
当
た
っ
て
行
う
通

知
は
、
別
記
様
式
第
六
号
の
聴
聞
通
知
書
に
よ
り
、

聴
聞
の
期
日
の
一
週
間
前
ま
で
に
不
利
益
処
分
の
名

宛
人
と
な
る
べ
き
者
に
到
達
す
る
よ
う
に
行
う
も
の

と
す
る
。 

２ 

不
利
益
処
分
の
名
宛
人
と
な
る
べ
き
者
の
所
在
が

判
明
し
な
い
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
に
よ
る
通

知
は
、
別
記
様
式
第
七
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
聴
聞
の
期
日
及
び
場
所
の
変
更
） 

第
十
条 

当
事
者
は
、
病
気
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い

理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
行
政
庁
に
対
し
、
聴
聞
の 

期
日
又
は
場
所
の
変
更
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

行
政
庁
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
よ
り
又

（
総
則
） 

第
一
条 

知
事
が
不
利
益
処
分
を
す
る
に
当
た
っ
て
行

う
聴
聞
又
は
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
関
す
る
手
続
に

つ
い
て
は
、
法
令
（
条
例
及
び
規
則
を
含
む
。
以
下 

同
じ
。
）
に
特
別
の
定
め
の
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、 

こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

   

（
主
宰
者
） 

第
三
条 

主
宰
者
は
、
知
事
が
、
聴
聞
の
通
知
の
時
ま

で
に
、
広
島
県
職
員
又
は
法
令
に
基
づ
き
設
置
さ
れ

る
審
議
会
そ
の
他
の
合
議
制
の
機
関
の
構
成
員
の
う

ち
か
ら
指
名
す
る
。 

２ 

主
宰
者
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は
主
宰
者
が
欠

け
た
と
き
に
は
、
知
事
は
、
速
や
か
に
、
新
た
な
主

宰
者
を
指
名
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
代
理
人
） 

第
五
条 

当
事
者
又
は
参
加
人
（
以
下
「
当
事
者
等
」

と
い
う
。
）
が
聴
聞
に
関
し
て
代
理
人
を
選
任
し
た

場
合
に
は
、
別
記
様
式
第
一
号
の
代
理
人
資
格
証
明

書
及
び
委
任
状
の
写
し
等
委
任
の
証
拠
と
な
る
書
類

を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

 

（
聴
聞
の
通
知
） 

第
九
条 

知
事
が
聴
聞
を
す
る
に
当
た
っ
て
行
う
通
知

は
、
別
記
様
式
第
六
号
の
聴
聞
通
知
書
に
よ
り
、
聴

聞
の
期
日
の
一
週
間
前
ま
で
に
不
利
益
処
分
の
名
あ

て
人
と
な
る
べ
き
者
に
到
達
す
る
よ
う
に
行
う
も
の

と
す
る
。 

２ 

不
利
益
処
分
の
名
あ
て
人
と
な
る
べ
き
者
の
所
在

が
判
明
し
な
い
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
に
よ
る

通
知
は
、
別
記
様
式
第
七
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
聴
聞
の
期
日
及
び
場
所
の
変
更
） 

第
十
条 

当
事
者
は
、
病
気
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い

理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
知
事
に
対
し
、
聴
聞
の
期

日
又
は
場
所
の
変
更
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
よ
り
又
は



は
職
権
で
、
聴
聞
の
期
日
又
は
場
所
を
変
更
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

３ 
行
政
庁
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
聴
聞
の
期
日
又

は
場
所
を
変
更
し
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
そ
の

内
容
を
当
事
者
、
参
加
人
及
び
参
考
人
に
通
知
す
る

も
の
と
す
る
。 

 

（
聴
聞
の
機
会
の
放
棄
） 

第
十
一
条 

当
事
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
行
政
庁
に
届
け

出
る
こ
と
に
よ
り
、
聴
聞
の
機
会
を
放
棄
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

 

（
文
書
等
の
閲
覧
手
続
） 

第
十
二
条 

当
該
不
利
益
処
分
が
さ
れ
た
場
合
に
自
己

の
利
益
を
害
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
参
加
人
及
び
当
事 

者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
参
加
人
等
」
と
い
う
。 

 

）
は
、
当
該
事
案
に
つ
い
て
し
た
調
査
の
結
果
に
係

る
調
書
そ
の
他
の
当
該
不
利
益
処
分
の
原
因
と
な
る

事
実
を
証
す
る
資
料
の
閲
覧
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

に
は
、
別
記
様
式
第
八
号
の
文
書
閲
覧
申
請
書
に
よ 

り
行
政
庁
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、 

 

聴
聞
の
期
日
に
お
け
る
審
理
の
際
に
お
い
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。 

２ 

行
政
庁
は
、
当
該
閲
覧
を
許
可
し
た
と
き
に
は
、

そ
の
場
で
閲
覧
さ
せ
る
場
合
を
除
き
、
速
や
か
に
、

閲
覧
の
日
時
及
び
場
所
を
当
該
参
加
人
等
に
通
知
す

る
も
の
と
す
る
。 

３ 

行
政
庁
は
、
聴
聞
の
期
日
に
お
け
る
審
理
の
際
に

当
該
閲
覧
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該

審
理
中
に
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
（
閲

覧
を
拒
否
を
し
た
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
閲
覧
の

日
時
及
び
場
所
を
指
定
し
、
当
該
参
加
人
等
に
そ
の 

旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、 

 

主
宰
者
は
、
当
該
閲
覧
の
日
以
降
の
日
を
新
た
な
聴

聞
の
期
日
と
し
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

（
略
） 

 

（
聴
聞
の
審
理
の
公
開
） 

第
十
三
条 

行
政
庁
は
、
聴
聞
の
期
日
に
お
け
る
審
理

を
公
開
す
る
こ
と
を
相
当
と
認
め
た
と
き
に
は
、
速

や
か
に
、
そ
の
旨
を
当
事
者
及
び
参
加
人
に
通
知
す

る
と
と
も
に
、
当
該
聴
聞
の
期
日
及
び
場
所
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
公
示
事
項
」
と
い
う
。
）
を
公

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
は
、
公
示
事
項
を
次
項

に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
不
特
定
多
数
の
者
が
閲
覧

す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
と
と
も
に
、
公
示

事
項
が
記
載
さ
れ
た
書
面
を
当
該
行
政
庁
の
事
務
所

の
掲
示
場
に
掲
示
し
、
又
は
公
示
事
項
を
当
該
事
務 

所
に
設
置
し
た
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。 

 

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
映
像
面
に
表
示
し
た
も

の
の
閲
覧
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置

を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

前
項
の
方
法
は
、
行
政
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計

算
機
と
公
示
事
項
の
閲
覧
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る

職
権
で
、
聴
聞
の
期
日
又
は
場
所
を
変
更
す
る
こ
と

が
で
き
る
。 

３ 

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
聴
聞
の
期
日
又
は

場
所
を
変
更
し
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
内

容
を
当
事
者
、
参
加
人
及
び
参
考
人
に
通
知
す
る
も

の
と
す
る
。 

 

（
聴
聞
の
機
会
の
放
棄
） 

第
十
一
条 

当
事
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
知
事
に
届
け
出

る
こ
と
に
よ
り
、
聴
聞
の
機
会
を
放
棄
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

 

（
文
書
等
の
閲
覧
手
続
） 

第
十
二
条 

当
該
不
利
益
処
分
が
さ
れ
た
場
合
に
自
己

の
利
益
を
害
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
参
加
人
及
び
当
事 

者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
参
加
人
等
」
と
い
う
。 

 

）
は
、
当
該
事
案
に
つ
い
て
し
た
調
査
の
結
果
に
係

る
調
書
そ
の
他
の
当
該
不
利
益
処
分
の
原
因
と
な
る

事
実
を
証
す
る
資
料
の
閲
覧
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

に
は
、
別
記
様
式
第
八
号
の
文
書
閲
覧
申
請
書
に
よ

り
知
事
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

聴
聞
の
期
日
に
お
け
る
審
理
の
際
に
お
い
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。 

２ 

知
事
は
、
当
該
閲
覧
を
許
可
し
た
と
き
に
は
、
そ

の
場
で
閲
覧
さ
せ
る
場
合
を
除
き
、
速
や
か
に
、
閲

覧
の
日
時
及
び
場
所
を
当
該
参
加
人
等
に
通
知
す
る

も
の
と
す
る
。 

３ 

知
事
は
、
聴
聞
の
期
日
に
お
け
る
審
理
の
際
に
当

該
閲
覧
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
審

理
中
に
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
（
閲
覧

を
拒
否
を
し
た
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
閲
覧
の
日

時
及
び
場
所
を
指
定
し
、
当
該
参
加
人
等
に
そ
の
旨

を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

主
宰
者
は
、
当
該
閲
覧
の
日
以
降
の
日
を
新
た
な
聴

聞
の
期
日
と
し
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

（
略
） 

 

（
聴
聞
の
審
理
の
公
開
） 

第
十
三
条 

知
事
は
、
聴
聞
の
期
日
に
お
け
る
審
理
を

公
開
す
る
こ
と
を
相
当
と
認
め
た
と
き
に
は
、
速
や

か
に
、
そ
の
旨
を
当
事
者
及
び
参
加
人
に
通
知
す
る

と
と
も
に
、
当
該
聴
聞
の
期
日
及
び
場
所
を
県
の
事

務
所
の
掲
示
場
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

            



別
記
様
式
第
一
号
中
「広

島
県
知
事

 
殿
」

を
「 

 
 
 
 
 
様
」

に
改
め
、
同
様
式
備
考
１
中
「

電
子
計
算
機
（
行
政
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

と
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
接
続
で
き
、
正
常
に
通

信
で
き
る
機
能
を
備
え
た
も
の
に
限
る
。
）
と
を
電

気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使

用
す
る
方
法
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該

当
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

行
政
庁
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら

れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
公
示
事
項
を
当
該

公
示
事
項
の
閲
覧
を
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子

計
算
機
の
映
像
面
に
表
示
す
る
も
の 

二 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
た
自
動
公
衆
送

信
装
置
（
著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四

十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
第
九
号
の
五
イ
に
規
定

す
る
自
動
公
衆
送
信
装
置
を
い
う
。
）
を
使
用
す

る
も
の 

 

（
聴
聞
調
書
等
の
閲
覧
） 

第
二
十
二
条 

当
事
者
等
が
聴
聞
調
書
及
び
聴
聞
報
告

書
を
閲
覧
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
聴
聞
の
終
結

前
に
あ
っ
て
は
主
宰
者
に
、
聴
聞
の
終
結
後
に
あ
っ

て
は
行
政
庁
に
、
別
記
様
式
第
十
一
号
の
聴
聞
調
書 

等
閲
覧
申
請
書
に
よ
り
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

主
宰
者
又
は
行
政
庁
は
、
当
該
閲
覧
を
承
認
し
た

と
き
に
は
、
そ
の
場
で
閲
覧
さ
せ
る
場
合
を
除
き
、

速
や
か
に
、
閲
覧
の
日
時
及
び
場
所
を
指
定
し
、
当

該
閲
覧
を
求
め
た
当
事
者
等
に
対
し
て
書
面
に
よ
り

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
弁
明
の
通
知
） 

第
二
十
三
条 

不
利
益
処
分
の
名
宛
人
と
な
る
べ
き
者

に
弁
明
の
機
会
を
付
与
す
る
と
き
の
通
知
は
、
別
記 

 

様
式
第
十
二
号
の
弁
明
通
知
書
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

                

（
聴
聞
調
書
等
の
閲
覧
） 

第
二
十
二
条 

当
事
者
等
が
聴
聞
調
書
及
び
聴
聞
報
告

書
を
閲
覧
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
聴
聞
の
終
結

前
に
あ
っ
て
は
主
宰
者
に
、
聴
聞
の
終
結
後
に
あ
っ

て
は
知
事
に
、
別
記
様
式
第
十
一
号
の
聴
聞
調
書
等

閲
覧
申
請
書
に
よ
り
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

主
宰
者
又
は
知
事
は
、
当
該
閲
覧
を
承
認
し
た
と

き
に
は
、
そ
の
場
で
閲
覧
さ
せ
る
場
合
を
除
き
、
速

や
か
に
、
閲
覧
の
日
時
及
び
場
所
を
指
定
し
、
当
該

閲
覧
を
求
め
た
当
事
者
等
に
対
し
て
書
面
に
よ
り
通

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
弁
明
の
通
知
） 

第
二
十
三
条 

不
利
益
処
分
の
名
あ
て
人
と
な
る
べ
き

者
に
弁
明
の
機
会
を
付
与
す
る
と
き
の
通
知
は
、
別

記
様
式
第
十
二
号
の
弁
明
通
知
書
に
よ
る
も
の
と
す

る
。 

 

（
弁
明
書
の
不
提
出
等
の
場
合
に
お
け
る
措
置
） 

第
二
十
四
条 

行
政
庁
は
、
提
出
期
限
ま
で
に
弁
明
書

が
提
出
さ
れ
な
い
場
合
、
又
は
行
政
庁
が
口
頭
で
弁

明
を
す
る
こ
と
を
認
め
た
場
合
で
そ
の
日
時
に
当
事

者
が
出
頭
し
な
い
と
き
に
は
、
改
め
て
弁
明
の
機
会

の
付
与
を
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
。 

 

（
準
用
規
定
） 

第
二
十
五
条 

第
五
条
、
第
十
一
条
及
び
第
十
八
条
の 

規
定
は
、
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
条
第
一
項
中
「
当
事
者

又
は
参
加
人
（
以
下
「
当
事
者
等
」
と
い
う
。
）
」

と
あ
る
の
は
「
当
事
者
」
と
、
第
十
八
条
中
「
当
事

者
等
及
び
参
考
人
」
と
あ
る
の
は
「
当
事
者
」
と
、

「
主
宰
者
」
と
あ
る
の
は
「
行
政
庁
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。 

 

２ 

（
略
） 

 

（
弁
明
書
の
不
提
出
等
の
場
合
に
お
け
る
措
置
） 

第
二
十
四
条 

知
事
は
、
提
出
期
限
ま
で
に
弁
明
書
が

提
出
さ
れ
な
い
場
合
、
又
は
知
事
が
口
頭
で
弁
明
を

す
る
こ
と
を
認
め
た
場
合
で
そ
の
日
時
に
当
事
者
が

出
頭
し
な
い
と
き
に
は
、
改
め
て
弁
明
の
機
会
の
付

与
を
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
。 

 

（
準
用
規
定
） 

第
二
十
五
条 

第
五
条
、
第
十
一
条
及
び
第
十
八
条
の 

規
定
は
、
弁
明
の
機
会
の
付
与
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
条
第
一
項
中
「
当
事
者

又
は
参
加
人
（
以
下
「
当
事
者
等
」
と
い
う
。
）
」

と
あ
る
の
は
「
当
事
者
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
当

事
者
等
」
と
あ
る
の
は
「
当
事
者
」
と
、
第
十
八
条

中
「
当
事
者
等
及
び
参
考
人
」
と
あ
る
の
は
「
当
事

者
」
と
、
「
主
宰
者
」
と
あ
る
の
は
「
知
事
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

 
 



知
事

」
を
「行

政
庁

」
に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
二
号
中
「広

島
県
知
事

 
殿
」

を
「 

 
 
 
 
 
様
」

に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
三
号
か
ら
別
記
様
式
第
五
号
ま
で
の
様
式
中
「殿

」
を
「様

」
に
改
め
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。



改 正 後 改 正 前 

  
様式第６号（第９条関係） 

（表） 

 
聴 聞 通 知 書 

                            年  月  日  
       様 
                                 印 

（略） 
注 （略） 
 

 備考 １ （略） 
    ２ 不利益処分の名宛人となるべき者にこの様式を交付するときには、別記

様式第１号、別記様式第２号、別記様式第４号、別記様式第５号及び別記
様式第８号の様式を添付すること。 

    ３ （略） 
（裏） 

 
（略） 

 
１ （略） 
２ あなたは聴聞が終結するまでの間、当該不利益処分の原因となる事実を証す
る資料の閲覧を行政庁に求めることができます。希望する場合には、広島県聴
聞等規則（平成６年広島県規則第72号）別記様式（以下「別記様式」という。
）第８号の文書閲覧申請書により申請してください。 

３ あなたが聴聞の期日に出頭しない場合には、あなたに代わって代理人を聴聞
の期日に出頭させて、意見を述べ、及び証拠書類等を提出することができま
す。希望する場合には、別記様式第１号の代理人資格証明書と委任状の写し等
委任の証拠となる書類を行政庁に提出してください。 

４・５ （略） 
６ あなたは、病気その他のやむを得ない理由があれば、行政庁に対し、聴聞の
期日又は場所の変更を申し出ることができます。 

７ （略） 
 

 
 

様式第６号（第９条関係） 
（表） 

 
聴 聞 通 知 書 

                            年  月  日  
       殿 
                       広 島 県 知 事 印 

（略） 
注 （略） 
 

 備考 １ （略） 
    ２ 不利益処分の名あて人となるべき者にこの様式を交付するときには、別

記様式第１号、別記様式第２号、別記様式第４号、別記様式第５号及び別
記様式第８号の様式を添付すること。 

    ３ （略） 
（裏） 

 
（略） 

 
１ （略） 
２ あなたは聴聞が終結するまでの間、当該不利益処分の原因となる事実を証す
る資料の閲覧を知事に求めることができます。希望する場合には、広島県聴聞
等規則（平成６年広島県規則第72号）別記様式（以下「別記様式」という。）
第８号の文書閲覧申請書により申請してください。 

３ あなたが聴聞の期日に出頭しない場合には、あなたに代わって代理人を聴聞
の期日に出頭させて、意見を述べ、及び証拠書類等を提出することができま
す。希望する場合には、別記様式第１号の代理人資格証明書と委任状の写し等
委任の証拠となる書類を知事に提出してください。 

４・５ （略） 
６ あなたは、病気その他のやむを得ない理由があれば、知事に対し、聴聞の期
日又は場所の変更を申し出ることができます。 

７ （略） 
 

 

 



 
様式第７号（第９条関係） 

 
聴聞（弁明）通知書 

 
                            年  月  日  

 
       様 
 
                                 印 
 

（略） 
 
 聴聞の期日（弁明の機会の付与の日時、弁明書の提出期限）及び場所（提出先
）、聴聞（弁明の機会の付与）に関する事務を担当する組織の名称及び所在地、
予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びに不利益処分の原因
となる事実について記載した書面を交付しますので、本人であることを証するも
のを聴聞（弁明の機会の付与）に関する事務を担当する組織の事務所まで持参し
てください。 
この公示を始めた日から２週間を経過したときに、聴聞（弁明）通知書の到達

があったものとみなされます。 
 

 備考 （略） 

 
様式第７号（第９条関係） 

 
聴聞（弁明）通知書 

 
                            年  月  日  

 
       殿 
 
                       広 島 県 知 事 印 

 
（略） 

 
 聴聞の期日（弁明の機会の付与の日時、弁明書の提出期限）及び場所（提出先
）、聴聞（弁明の機会の付与）に関する事務を担当する組織の名称及び所在地、
予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びに不利益処分の原因
となる事実について記載した書面を交付しますので、本人であることを証するも
のを聴聞（弁明の機会の付与）に関する事務を担当する組織の事務所まで持参し
てください。 
この掲示を始めた日から２週間を経過したときに、聴聞（弁明）通知書の到達

があったものとみなされます。 
 

 備考 （略） 
  



別
記
様
式
第
八
号
、
別
記
様
式
第
八
号
の
二
及
び
別
記
様
式
第
十
号
中
「広

島
県
知
事

 
殿
」

を
「 

 

 
 
 
 
 
様
」

に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
十
一
号
中
「殿

」
を
「様

」
に
改
め
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。



改 正 後 改 正 前 

  
様式第12号（第23条関係） 

（表） 

 
弁 明 通 知 書 

                            年  月  日  
 
       様 
 
                                 印 

 
（略） 

 

 備考 １ （略） 
    ２ 不利益処分の名宛人となるべき者にこの様式を交付するときには、別記

様式第１号及び別記様式第２号の様式を添付すること。 
    ３ （略） 

（裏） 

 
（略） 

 
１―３ （略） 
４ 口頭による弁明を行うことができる場合であって、病気その他のやむを得な
い理由があるときには、行政庁に対し、弁明の日時又は場所の変更を申し出る
ことができます。 
 

 

様式第12号（第23条関係） 
（表） 

 
弁 明 通 知 書 

                            年  月  日  
 
       殿 
 
                       広 島 県 知 事 印 

 
（略） 

 

 備考 １ （略） 
    ２ 不利益処分の名あて人となるべき者にこの様式を交付するときには、別

記様式第１号及び別記様式第２号の様式を添付すること。 
    ３ （略） 

（裏） 
 

（略） 
 
１―３ （略） 
４ 口頭による弁明を行うことができる場合であって、病気その他のやむを得な
い理由があるときには、知事に対し、弁明の日時又は場所の変更を申し出るこ
とができます。 
 

 

  



附 

則 

 
こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
五
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 




